
（４）

義
等
の
民
事
裁
判
の
諸
原
則
と
の
整
合

性
が
と
れ
る
か
（
法
改
正
の
要
否
を
検

討
）。

3
　
閲
覧
自
由
と
い
う
現
状
の
当
否

何
人
も
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、

訴
訟
記
録
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
（
民
事
訴
訟
法
　
条
1
項
）
を
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維
持
し
て
よ
い
か
。
ア
メ
リ
カ
の
よ
う

な
制
度
の
当
否
（
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け

る
複
製
の
容
易
性
や
伝
播
可
能
性
を
考

慮
し
た
見
直
し
が
必
要
か
）。

4
　
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

漏
洩
、
な
り
す
ま
し
、
改
ざ
ん
等
に

対
す
る
対
策
が
必
要

5
　
誤
送
信
の
リ
ス
ク
や
到
達
確
認
困

4
　
事
実
上
の
打
合
せ
 当
事
者
双
方

不
出
頭

な
お
、
書
面
や
証
拠
の
提
出
方
法

は
、
従
来
と
変
わ
ら
な
い
。

フ
ェ
ー
ズ
1
で
は
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ

ト
の
「T

eam

 
   s
 」
と
い
う
チ
ャ
ッ
ト
ア

プ
リ
を
用
い
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

同
ア
プ
リ
は
ウ
ェ
ブ
会
議
機
能
や
フ
ァ

イ
ル
の
共
有
機
能
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
機
能
を
活
用
し
て
フ
ェ
ー
ズ

1
で
の
ウ
ェ
ブ
会
議
等
を
運
用
す
る
こ

と
と
な
る
。

５
　
I
T
化
実
現
に
当
た
っ
て
の

問
題
点
や
検
討
課
題

民
事
裁
判
の
I
T
化
に
当
た
っ
て
は

以
下
に
挙
げ
る
よ
う
な
問
題
点
や
検
討

課
題
が
あ
る
。

1
　
市
民
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
へ
の

配
慮I

T
が
苦
手
な
人
や
高
齢
者
・
障
が

い
者
が
裁
判
を
利
用
す
る
妨
げ
に
な
ら

な
い
よ
う
な
工
夫
や
仕
組
み
が
必
要
で

あ
る
。

2
　
民
事
裁
判
の
諸
原
則
等
の
整
合
性

の
検
討

裁
判
の
公
開
、
直
接
主
義
、
弁
論
主

難
さ
へ
の
対
応

6
　
濫
訴
的
な
訴
え
増
加
の
懸
念

7
　
裁
判
所
施
設
（
特
に
支
部
や
出
張

所
）
の
統
廃
合
の
お
そ
れ

8
　
I
T
化
推
進
の
た
め
の
司
法
予
算

の
確
保
、
裁
判
所
の
人
的
・
部
的
設
備

の
充
実
が
不
可
欠
。

9
 　
I
 T
裁
判
対
応
支
援
を
名
目
と

し
た
非
弁
行
為
の
お
そ
れ
へ
の
対
策

⑽
　
弁
護
士
事
務
所
の
変
革
化
へ
の
対

応
（
I
T
の
習
熟
、
設
備
の
導
入
）

６
　
弁
護
士
と
し
て
希
望
す
る

民
事
訴
訟
の
Ｉ
Ｔ
化
に
つ
い
て

個
人
的
な
希
望
と
し
て
は
、
韓
国
の

し
て
収
入
印
紙
を
訴
状
に
貼
付
し
、
訴

状
の
送
達
や
期
日
の
呼
出
に
用
い
る
た

め
の
郵
便
切
手
を
予
納
す
る
必
要
が
あ

る
。

は
、
訴
状
を
裁
判
所
に
提
出
し
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
送
達
の
た
め
に
被
告

の
数
に
応
じ
た
副
本
を
添
え
る
ほ
か
、

民
訴
費
用
法
の
定
め
に
従
い
手
数
料
と

１
　
Ｉ
Ｔ
化
を
め
ぐ
る
議
論
の
背
景

平
成
　
年
に
施
行
さ
れ
た
現
行
民
訴

10

法
の
下
で
の
実
務
は
、
基
本
的
に
は
紙

ベ
ー
ス
で
あ
り
、
例
え
ば
、
訴
え
提
起

講
演

仙
台
高
等
裁
判
所
長
官
　
秋
　
吉
　
淳
一
郎

民
事
訴
訟
手
続
の
Ｉ
Ｔ
化
に
つ
い
て

よ
う
な
民
事
裁
判
の
I
T
化
が
望
ま
し

い
と
考
え
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

W
e  

 b  ブ
ラ
ウ
ザ
を
使
用
し
た
裁
判
の

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
設
置
、
電
子
裁
判

を
利
用
す
る
か
ど
う
か
は
任
意
選
択

可
、
主
張
書
面
・
証
拠
は
電
子
フ
ァ
イ

ル
で
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
方
法
に
よ
り

提
出
、
当
事
者
及
び
代
理
人
は
　
時
間

24

い
つ
で
も
当
該
電
子
フ
ァ
イ
ル
に
ア
ク

セ
ス
化
、
電
子
裁
判
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に

お
け
る
e
事
件
管
理
、W

eb

 
  会
議
を
利

用
し
た
e
法
廷
な
ど
で
あ
る
。



（５）

一
方
で
、
現
行
民
訴
法
は
、
Ｏ
Ａ
機

器
の
利
用
と
い
う
面
で
は
、
施
行
当
時

と
し
て
は
諸
外
国
と
比
較
し
て
も
先
進

的
な
も
の
で
、
例
え
ば
、
一
定
の
場
合

に
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る
書
面
の
提

出
や
電
話
会
議
シ
ス
テ
ム
、
テ
レ
ビ
会

議
シ
ス
テ
ム
の
利
用
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ

る
申
立
て
の
導
入
や
札
幌
地
裁
に
お
け

る
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｔ
規
則
の
実
施
な
ど
も

行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
利
用
は
進
ま

な
か
っ
た
。

そ
の
間
に
、
情
報
通
信
技
術
が
飛
躍

的
に
発
展
し
、
行
政
手
続
や
民
間
に
お

け
る
Ｉ
Ｔ
化
は
飛
躍
的
に
進
展
し
た
。

ま
た
、
諸
外
国
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ

カ
や
ド
イ
ツ
な
ど
を
中
心
に
民
事
訴
訟

手
続
の
Ｉ
Ｔ
化
は
大
き
く
推
進
し
、
日

本
の
裁
判
所
の
手
続
は
す
っ
か
り
遅
れ

た
形
と
な
っ
た
。

２
　
Ｉ
Ｔ
化
を
め
ぐ
る
最
近
の

　
　
動
き

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
政
府
に
よ

る
閣
議
決
定
を
受
け
て
平
成
　
年
　
月

29

10

に
内
閣
府
に
「
裁
判
手
続
等
の
Ｉ
Ｔ
化

検
討
会
」
が
設
置
さ
れ
、
平
成
　
年
３

30

期
日
の
充
実
を
図
る
、
③
ｅ
法
廷
で

は
、
裁
判
所
へ
の
出
頭
の
時
間
的
・
経

済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
手
続
全

体
を
通
じ
て
、
当
事
者
の
一
方
又
は
双

方
に
よ
る
ウ
ェ
ブ
会
議
・
テ
レ
ビ
会
議

の
活
用
を
大
幅
に
拡
大
し
、
よ
り
効
率

的
で
充
実
し
た
争
点
整
理
を
実
現
し
た

り
、
ウ
ェ
ブ
会
議
等
に
よ
る
人
証
調
べ

の
利
用
を
必
要
な
範
囲
で
拡
大
す
る
こ

と
が
望
ま
れ
る
と
す
る
。

ま
た
、
実
現
可
能
な
も
の
か
ら
速
や

か
に
、
段
階
的
に
導
入
し
て
い
く
と
し
、

①
現
行
法
の
下
で
も
行
え
る
フ
ェ
ー
ズ

１
で
は
、
紙
媒
体
に
よ
る
訴
訟
記
録
を

前
提
と
し
つ
つ
、
現
行
法
と
抵
触
し
な

い
範
囲
で
の
ウ
ェ
ブ
会
議
・
テ
レ
ビ
会

議
等
の
運
用
を
進
め
、
②
法
改
正
後
の

フ
ェ
ー
ズ
２
で
は
、
双
方
当
事
者
の
出

頭
を
要
し
な
い
期
日
等
の
新
た
な
運
用

を
制
度
的
に
位
置
付
け
、
そ
の
運
用
を

令
和
４
年
度
頃
か
ら
開
始
す
る
こ
と
を

目
指
し
、
③
法
改
正
及
び
シ
ス
テ
ム
等

の
整
備
が
必
要
な
フ
ェ
ー
ズ
３
で
は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
申
立
て
等
の
運
用

を
、
令
和
元
年
度
中
の
法
制
審
議
会
へ

の
諮
問
を
視
野
に
実
現
に
向
け
た
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
検
討
す
る
と
し
て
い
る
。

月
に
検
討
結
果
を
取
り
ま
と
め
た
（
そ

の
後
、
公
益
社
団
法
人
商
事
法
務
研
究

会
主
催
の
「
民
事
裁
判
手
続
等
Ｉ
Ｔ
化

研
究
会
」
が
置
か
れ
、
法
改
正
に
向
け

た
検
討
を
進
め
て
い
る
。）。

そ
の
「
取
り
ま
と
め
」
は
、
ま
ず
、

裁
判
手
続
の
利
用
者
か
ら
見
て
非
常
に

強
い
ニ
ー
ズ
が
あ
り
、
基
本
的
に
紙
媒

体
の
存
在
を
念
頭
に
置
か
な
い
「
裁
判

手
続
等
の
全
面
Ｉ
Ｔ
化
」
を
目
指
す
べ

き
と
し
、
ま
ず
は
民
事
裁
判
手
続
の
基

本
か
つ
根
幹
で
あ
る
民
事
訴
訟
を
念
頭

に
置
い
た
検
討
と
制
度
設
計
を
行
う
こ

と
が
相
当
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上

で
、
具
体
的
に
は
、「
３
つ
の
ｅ
」
を
、

フ
ェ
ー
ズ
１
か
ら
３
ま
で
の
三
段
階
に

分
け
て
実
現
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
①
ｅ
提
出
で
は
、
訴
状

や
準
備
書
面
等
の
主
張
、
書
証
等
の
証

拠
を
オ
ン
ラ
イ
ン
提
出
に
一
本
化
し
、

手
数
料
や
送
達
方
法
も
電
子
化
す
る
、

②
ｅ
事
件
管
理
で
は
、
当
事
者
本
人
や

代
理
人
が
、
随
時
か
つ
容
易
に
、
主
張

書
面
や
書
証
等
の
電
子
情
報
に
オ
ン
ラ

イ
ン
で
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
す
る

と
と
も
に
、
裁
判
期
日
を
オ
ン
ラ
イ
ン

で
調
整
し
、
特
に
、
第
１
回
口
頭
弁
論

３
　「
取
り
ま
と
め
」
を
受
け
た

全
国
の
地
裁
で
の
動
き

「
取
り
ま
と
め
」
の
公
表
を
受
け
、
全

国
の
地
裁
で
は
順
次
、
検
討
チ
ー
ム

（
P
T
）
を
設
け
る
と
と
も
に
、
最
高
裁

か
ら
必
要
な
機
材
の
配
布
を
受
け
、
模

擬
手
続
を
実
施
す
る
な
ど
し
て
、

フ
ェ
ー
ズ
１（
付
随
的
に
フ
ェ
ー
ズ
２
、

３
）の
検
討
を
始
め
た
。仙
台
高
裁
管
内

で
は
、平
成
　
年
６
月
、仙
台
地
裁
本
庁

30

が
P
T
を
立
ち
上
げ
て
検
討
を
開
始

し
、仙
台
弁
護
士
会
の
協
力
も
得
て
模

擬
手
続
を
複
数
回
実
施
し
た
。そ
の
後
、

南
東
北
合
同
P
T（
福
島
地
裁
本
庁
、郡

山
支
部
、山
形
地
裁
本
庁
）、北
東
北
合

同
P
T（
盛
岡
、秋
田
、青
森
の
各
地
裁

本
庁
）も
立
ち
上
が
り
、Ｉ
Ｔ
化
の
下
で

の
民
事
訴
訟
手
続
や
書
記
官
事
務
の
在

り
方
等
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

令
和
２
年
２
月
か
ら
は
、
知
財
高
裁

と
仙
台
を
含
む
高
裁
所
在
地
の
八
つ
の

地
裁
本
庁
で
、
現
行
法
の
下
で
も
可
能

な
フ
ェ
ー
ズ
１
の
ウ
ェ
ブ
会
議
等
を
活

用
し
た
争
点
整
理
の
運
用
を
開
始
す
る

予
定
で
あ
り
、
５
月
頃
か
ら
更
に
首
都

圏
、
近
畿
圏
の
５
庁
の
地
裁
本
庁
で
運

用
を
開
始
し
、
以
後
、
順
次
拡
大
し
て



（６）

編
集
後
記

本
号
に
は
、
2
0
1
9
年
　
月
9
日
に
開
催
さ
れ
ま
し

11

た
東
北
法
学
会
に
お
け
る
ご
講
演
一
本
、
ご
報
告
二
本
の

概
要
が
収
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
多
く
の
関

心
を
集
め
る
理
論
的
か
つ
実
践
的
課
題
に
迫
る
も
の
で
、

出
席
者
と
の
間
で
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
後
と
も
、
本
会
報
を
通
じ
て
東
北
地
方
の
法
曹
実
務
家

と
研
究
者
と
の
交
流
を
深
め
て
ま
い
り
た
く
存
じ
ま
す
の

で
、
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ご
協
力
の
ほ
ど

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
2
0
1
8
年
5
月
よ
り
2
0
1
9
年
　
月
ま
で

11

監
事
を
お
務
め
い
た
だ
く
な
ど
、
本
学
会
の
運
営
に
ご
尽

力
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
弁
護
士
・
荒
 中
先
生
が
、
2
0
2

0
年
4
月
よ
り
日
本
弁
護
士
連
合
会
・
会
長
に
就
任
な
さ

れ
ま
し
た
。
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

引
き
続
き
ま
し
て
本
学
会
に
お
力
添
え
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　（
樺
島
）

２
０
１
９
年
　
月
９
日
、
東
北
大
学
法
学
部
に
お
い
て
、
本
学
会
の
２
０
１
９

１１

年
度
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。

学
会
記

学
会
記
事事

　
懇
親
会

　
講
演
「
民
事
訴
訟
手
続
の
I
T
化
に
つ
い
て
」

仙
台
高
等
裁
判
所
長
官
　
　
秋
　
吉
　
淳
一
郎
　
氏

　
総
会

　
報
告
「
民
事
訴
訟
の
I
T
化
に
対
す
る
弁
護
士
会
の
対
応
状
況
等
」

弁
護
士
　
　
鈴
　
木
　
　
　
覚
　
氏

１８：００
同
日
に
開
か
れ
た
総
会
に
お
い
て
は
、
２
０
１
８
年
度
の
決
算
報
告
が
承
認
さ

れ
た
ほ
か
、 
堀
内
健
志
氏
、
松
岡
勝
実
氏
の
理
事
再
任
、
小
泉
正
樹
氏
、
飯
島
淳

子
氏
、
鹿
子
生
浩
輝
氏
の
理
事
の
改
選
、
鈴
木
法
日
児
氏
の
監
事
再
任
、
角
山
正
氏

の
監
事
改
選
が
承
認
さ
れ
た
。

１６：００ １５：４５ １４：４０
　
報
告
「
政
治
思
想
史
に
お
け
る
立
法
者
」 

東
北
大
学
教
授
　
　
鹿
子
生
　
浩
　
輝
　
氏

１３：３５
プ
ロ
グ
ラ
ム

い
く
予
定
で
あ
る
。
具
体
的
な
運
用
の

方
法
に
つ
い
て
は
現
在
検
討
中
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
事
案
に
応
じ
、

当
事
者
の
了
解
の
下
に
、
で
き
る
範
囲

で
行
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

Ｉ
Ｔ
化
を
実
現
す
る
上
で
は
、「
取

り
ま
と
め
」
も
指
摘
す
る
、
本
人
訴
訟

へ
の
適
切
な
サ
ポ
ー
ト
体
制
や
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
含
む
、
数
多
く
の

課
題
が
あ
る
。
裁
判
所
と
し
て
も
、
Ｉ

Ｔ
化
と
い
う
大
き
な
変
革
を
契
機
に
，

民
事
訴
訟
手
続
の
改
善
，
例
え
ば
争
点

整
理
手
続
の
活
性
化
の
実
現
な
ど
が
，

当
面
の
課
題
と
な
ろ
う
。


